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東京都消費生活基本計画について 

○ 東京都消費生活条例に基づく「東京都消費生活基本計画」

○ 消費者教育推進法に基づく「東京都消費者教育推進計画」

（両計画の計画期間：平成25年度から平成29年度まで）

平成28年5月26日  東京都消費生活対策審議会に 

両計画の改定について諮問 

平成29年2月7日 審議会から知事に答申 

 計画の策定経緯 

○ ２つの計画を一体的に改定し、明確に消費者教育を計画に位置付けるとともに、今日的な課題である「持続可能な消費の普及」

を加え、新たな５つの政策の柱に再構築

○ 計画期間は、平成30年度からの5年間

○ 各施策を進めるに当たって特に留意すべき事項を、計画全体を貫く「視点」として新たに設定

 計画改定の考え方 

東京都消費生活基本計画の概要 

・高齢者の消費者被害を防止するための地域、団体、事業者、区市町村等のつながり

・より良い商品等を提供するための消費者と事業者の連携・協力関係、健全な取引を促すための事業者団体との連携

 様々な主体のつながりと連携による取組の強化 視点3 

・情報通信技術の進化に伴う、新たな消費者トラブルの発生への対応が必要

・在住外国人、東京2020大会の開催など、中長期間滞在する外国人の増加に伴う、外国人の消費者問題への対応が必要

 情報通信技術の進化やグローバル社会への対応 視点2 

・消費者被害の防止のためには、不適正な取引の是正や商品等の安全対策など取組強化に加え、消費者自身が知識を身に付けて、

トラブルに遭わないようにする必要

・消費者も社会の一員として持続可能性に配慮した消費行動が求められる

 主体的な消費行動への変革の促進視点1 

３つの視点



 

 

（１）被害防止のための注意喚起・情報発信 

 ○ 対象に応じた効果的な注意喚起・情報発信 

 ○ ホームページ「東京くらしWEB」における情報発信と 

  外国語による情報提供の充実 

 ○ 動画を活用した効果的なＰＲ 

（２）見守りによる消費者被害の防止と早期発見 

 ○ 高齢者の見守りによる消費者被害の防止 

 ○ 消費者被害を防止する見守り人材の育成 

 ○ 民間事業者等と連携した注意喚起 

 

 

（１）不適正な取引行為等の排除 

 ○ 悪質事業者取締りの強化 

 ○ 不当表示に対する監視等の強化 

（２）健全な市場の形成 

 ○ 事業者によるコンプライアンス向上のための取組の支援 

 ○ 適正な計量の推進 

 

 

（１）商品・サービスの安全の確保 

 ○ 商品・サービスの安全対策 

 ○ 事業者等と連携した安全対策の推進 

 

 政策の柱と主な取組 

 政策１ 消費者被害の未然防止と拡大防止  

 政策２ 不適正な取引行為等の排除と健全な市場の形成  

（２）安心して商品・サービスを選択できる取組の推進 

 ○ 安全に配慮した商品の普及 

 ○ 食品の適正表示の推進 

（３）災害時における消費生活の安心の確保 

 ○ 災害時における物資の確保 

 

 

（１）主体的に選択・行動ができる消費者に向けた消費者 
    教育の推進 

 ○ 学校における消費者教育の推進と教員に対する支援 

 ○ 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の充実 

 ○ 消費者教育の担い手の育成 

（２）持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進 

 ○ エシカル（倫理的）消費の理解の促進 

 ○ 食品ロス・食品廃棄物の削減、レジ袋対策 

 ○ 被災地支援につながる商品等の購入促進 

 ○ 福祉施設の自主製品の普及 

 

 

（１）消費生活トラブルの解決に向けた相談対応 

 ○ 消費生活相談の充実 

 ○ 区市町村の消費生活相談窓口の支援・連携 

（２）被害回復に向けた取組の推進 

 ○ 消費者被害救済委員会によるあっせん・調停 

 ○ 特定適格消費者団体への総合的な支援 

政策４ 消費者教育の推進と持続可能な消費の普及  

 政策３ 消費生活の安全・安心の確保  

政策５ 消費者被害の救済  



東京都消費生活基本計画（素案）について【概要】

〇計画の位置づけ
・東京都の消費生活に関連する施策・事業を、計画的、総合的に推進していくための基本指針
・東京都消費生活条例第43条に基づく基本計画及び消費者教育推進法第10条に基づく都道府県消費者教育推進計画を一体的に策定
〇計画期間 令和５年度から令和９年度までの５年間

計画の基本的な考え方

2030年のSDGｓの達成、その先にあるカーボンニュートラルの世界や、社会のデジタル化の一層の進展など、消費生活をめぐる今
後の展望を見据え、２つのポイントを踏まえて基本計画を策定

これまで都民の消費生活の安定と向上のために進めてきた施策を引き続き着実に推進することに加え、これからの時代に求められる新たな施策を展開

〇民間企業等との協働によりエシカル消費を日常にする社会的ムーブメントを創出し、都民の消費行動の変容を強力に促進
〇急速に進展するデジタル社会における都民の安全で安心な消費生活の実現

エシカル消費の推進【Ｒ4～先行実施】

民間企業・団体との連携・協働による都民の消費行
動の変容につながる「TOKYOエシカルアクションプ
ロジェクト（仮）」の展開

不当なデジタル広告への対応力の強化【新規】

健全な市場の形成を促進するため、専門人材の活
用や継続的な監視体制の構築によりＳＮＳ、動画等
の新たなデジタル広告を適正化

消費者・事業者・都が双方向で情報発信・収集でき
る、商品安全の「交流型デジタルプラットフォー
ム」を運用支援

子供の安全確保【Ｒ4～先行実施】

<主な重点施策>

デジタル社会の急速な進展に伴う新たな課題への対応サステナブルなライフスタイルの推進

SDGｓの達成の重要なカギとなる、都民の誰もが日常的に
行う「消費行動」を変えていく。

都民の利便性向上の一方で、横行する悪質・巧妙なデジタル広
告・取引に対応するため、最新技術に関する専門知識を駆使し、
対応力を強化していく。



（１）主体的に選択・行動ができる消費者に向けた消費者教育の推進

平成30年度 令和元年度 令和２年度※ 令和３年度※

消費生活講座 回数
受講者
数

回数
受講者
数

回数
受講者
数

回数
受講者
数

啓発講座 22 900 17 825 5 229 10 319

うち大・中規模講座 5 363 ３ 354 － － 1 137

うち実験実習講座 16 377 13 287 4 68 9 182

うち多様な主体との連携講座 1 160 １ 184 1 161 － －

消費者問題マスター講座 26 1,723 26 1,967 － － 26 1,110

消費者問題教員講座 32 1,155 31 1,187 － － 5 366

市町村共催講座 22 459 24 576 12 242 16 299

多摩消費生活センター主催講座 31 1,481 26 1,180 2 40 18 970

合計 133 5,718 124 5,735 19 511 75 3,064

平成30年度 令和元年度 令和２年度※ 令和３年度※

回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数 回数 受講者数

出前講座 354 29,251 332 19,984 80 3,397 78 8,340

出前寄席 436 30,705 389 19,772 43 1,465 28 2,672

計 790 59,956 721 39,756 123 4,862 106 11,012

政策４ 消費者教育の推進と持続可能な消費の普及
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策
として、講座の一部中止、延期、縮小開
催、WEB開催等の対応を実施



〇消費者教育用教材の作成

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

We
b

もしも未来が見えたな
ら
～いつかクレジット
カードを使う日に～
〔改訂〕

世界の未来をかえる店
エシカルスーパーマー
ケット

情報社会を泳ぎきる！
かしこいヒツジへの道
〔改訂〕

カートくんの買い物★
なびげ～しょん
―「消費者の権利と責
任」の社会―〔改訂〕

大人になる君へ
社会で役立つ契約知識

DV
D

慣れと油断は事故のも
と！
～製品事故から身を守
るために～

ホントに“いいね！”？
その契約

～そのお金の使い方大
丈夫!? ～
パピ君と学ぶ！キャッ
シュレス社会の歩き方

東京☆SDGs☆学園☆
▶買い物で世界の未来
を変えよう！◀

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/047.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/046.html


〇高校生向け消費者教育・啓発ノートの配布（都内全高校2年生へ配布 120,000部）

〇若者に向けた情報提供

話題のテーマや、特に今若者に知ってほしい（伝えたい）情報を、HP内に「サッと読める
ちょっとお耳に入れたい話」として連載形式で掲載し、インターネット広告から誘導

〇成年年齢引下げ等を見据えた消費者教育の充実

・啓発チラシの作成・配布（平成30年度：高校生向け、令和2・3年度：保護者向け）
・「東京くらしねっと」や「わたしは消費者」等での情報提供
・出前講座・教員講座の実施、教材の作成・提供

東京都消費生活総合センターに、令和２年度１名配置、４年度１名増員。
リーフレット配布やメールマガジン、校長連絡会等を通じて制度の周知。
コーディネート実施：
個別相談対応 令和２年度 私立１校、都立 ９校

令和３年度 私立２校、都立１５校
コーディネート学校数：令和２年度 都立３校

令和３年度 私立１校、都立１１校

・消費者教育コーディネーターの配置（令和２年４月~）

【主な生徒の感想】
・他人事と思っていたことを、自分の問題と捉えられた。
・消費生活センターが、どのようなところか理解できた。
・自分の意思をしっかり持ち、行動する必要を感じた。

・消費者教育推進庁内連絡会議の設置（令和２年４月~）



ライフステージ別消費者教育取組状況図

幼児期 
（保護者対象を含む） 小学生期 中学生期 

重点領域 

各期の特徴 様々な気付きの体験を通じて、家
族や身の回りの物事に関心を持
ち、それを取り入れる時期 

主体的な行動、社会や環境への興
味を通して、消費者としての素地
の形成が望まれる時期 

行動の範囲が広がり、権利と責任を理解
し、トラブル解決方法の理解が望まれる時
期 

全 

領 

域

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

○消費が持つ影響力
の理解

○持続可能な消費の
実践

○消費者の参画・
協働

商
品
等
の
安
全

○商品安全の理解と
危険を回避する
能力

○トラブル対応能力

  

生
活
の
管
理
と
契
約

○トラブル対応能力
○選択し、契約する

ことへの理解と
考える態度

○生活を設計・管理
する能力

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

○情報の収集・
処理・発信能力

○情報社会のルールや
情報モラルの理解

○消費生活情報に
対する批判的思考力

教員向け消費者教育情報提供誌「わたしは消費者」 

学習指導要領に基づく消費者教育 

親子夏休み講座・親子はかり教室 

出前計量教室 

小学生の身の回りの事故防止ガイド 
幼児の身の回りの事故防止ガイド 

乳幼児の事故防止ガイド 
（誤飲、やけど、転落・転倒、身の回
りの製品事故、家庭内の水回り 等） 

Safe Kids -子供を事故から守るために 

 場面別危険防止ガイド（キッチン、お風呂・トイレ、降雨時）

折りたたみ椅子は正しく使いましょう! 

東京都計量検定所ってどんなところ︖ 

お金ってなあに︖ 

契約って何だろう︖ 

その情報、誰のもの︖〜情報社会と権利侵害〜

ネットのトラブル、ブルブル︕
-ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに振り回されないために-

情報社会を泳ぎきる︕ 
かしこいヒツジへの道 

ベビーゲートを安全に使いましょう︕ 

しっかり考え 楽しくチャレンジ  さあ始めよう︕ 自分でお買い物 

カートくんの買い物★なびげ〜しょん
ー「消費者の権利と責任の社会」－

子供のベランダからの転落事故に注意︕ 

東京☆SDGs☆学園☆ 
▶買い物で世界の未来を変えよう︕ 世界の未来をかえる店

電気ポットによる子供のやけどに注意︕ 

リーガル★

知っているようで知らない 
「くらしとお金のヒミツ」 

STOP︕子どもの事故 

消費者問題教員講座 

児童等に対する防火防災教育 

 学校向け出前講座

 

高校生期 
成人期 

特に若者 成人一般 特に高齢者 

重点領域 

各期の特徴 生涯を見通した生活の管理や計画
の重要性、社会的責任を理解し、
主体的な判断が望まれる時期 

生活において自立を進め、消費生
活スタイルや価値観を確立し、自
らの行動を始める時期 

精神的、経済的に自立し、消費者
市民社会の構築に、様々な人々と
協働し取り組む時期 

周囲の支援を受けつつも人生での豊富な経験や
知識を消費者市民社会構築に活かす時期 

  

  

    

Twitter・Facebook 

消費生活情報誌「東京くらしねっと」 
啓発講座（消費生活講座・実験実習講座） 

消費者問題マスター講座 

出前講座 

女子サッカー部員と男子マネージャーが考えた食事戦略 

連続講座 

都民向けテーマ別環境学習講座 

緊急リポート美容医療 キレイのリスク 
ヒヤリハットリくん只今参上!!〜高齢者の身の回りの危険を防ぐでござる〜

－図解︕よくわかる－ 
暮らしの製品安全知識 

シニア世代の身の回りの
事故防止ガイド（１・２）危険!!エアコンの取り外し 

場面別危険防止ガイド（キッチン、お風呂・トイレ、降雨時） 

 年末年始の事故防止ガイド 

みゃーもと先生の「できる消費者」 
パーフェクトガイドﾞ 

ちょっと待った︕その契約 〜賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために〜 

明日のためのクレジット活用法 〜賢い大人のカード利用術〜 

もしも未来が見えたなら 〜いつかクレジットカードを使う日に〜 

それでもお金、借りますか︖ 多重債務の落とし穴 

断るチカラの磨き方 〜心の隙を狙う悪質商法〜 ※障害のある方へ 

そのお金の使い方大丈夫!?〜 パピ君と学ぶ︕キャッシュレス社会の歩き方 

若者たちを狙う悪質商法  
〜SNSを悪用した出会いにご用心〜 

ホントに“いいね︕”︖ その契約

気にかけて 声かけて トラブル撃退︕悪質商法捕物帳 
※高齢者とその周りの人々へ

有料老人ホームとの契約トラブル 
防止のためのチェックポイント︕ 

高齢者の被害防止リーフレット 

ご存知ですか︖食品に必要な表示 

飯田橋四コマ劇場 

私は、だまされない⁉ 
〜悪質商法の被害を防ぐ鉄則集〜 

老後の金は渡さん︕ 
お年寄りを狙う悪質商法にご用心 

高齢者の消費者被害防止啓発事業 
（東京都生活協同組合連合会と協働事業 ） 

高齢者悪質商法被害防止キャンペーン 若者悪質商法被害防止キャンペーン 

宅配事業者等と連携した情報提供事業 STOP︕若者の消費者トラブル CMシナリオ・動画コンテスト 

ちえとまなぶの ず〜っと役立つ 「お金の話」 ※特別支援学校向け 

その情報、誰のもの︖〜情報社会と権利侵害〜 

高齢者の家庭内事故防止見守りガイド 

WEB広報 講座 冊子・リーフレット DVD Web読本 イベント等

（消費者庁「消費者教育の体系イメージマップ」を基に作成） 

高齢者見守り人材向け出前講座 

世界の未来をかえる店 エシカルスーパーマーケット

慣れと油断は事故のもと︕ 〜製品事故から身を守るために〜 

防水スプレーを安全に使いましょう 

住まいの知識は一生の知識 〜安全で快適な住生活のために〜 

悪質商法ネタばらし〜若者を狙うだましの手口〜 

高齢者見守りハンドブック 

★レッスン♪ 民法と契約の基礎を学ぶ

18歳がねらわれる!? 

くらしを守る計量法 

大人になる君へ 社会で役立つ契約知識 

STOP︕高齢者の事故 

 東京くらしＷＥＢ 

 消費者月間 

市場ならではの食育 の推進及び情報提供 

食育講座 

学校向け出前講座   （大学・専門学校） 

 出前寄席 

ファミリｅルール講座

 特殊詐欺被害防止公演・特殊詐欺根絶イベント 



高校生向けWEB版消費者教育読本
「社会で役立つ契約知識」（令和3年度作成）
○趣旨
契約に不慣れな若者層が、今後様々な

契約に直面した時に判断基準となる法律
の考え方を学習することで、批判的思考
をもって判断することを目的に作成

○作成体制
学識経験者、弁護士、高等学校教諭、

教育庁指導主事で構成する作成検討委員
会で検討、作成

○ 作成物
・WEB版教材
・授業でそのまま使用できる
授業展開例とワークシート

・解説書（教員と生徒共用）



教材の活用促進に向けた取組

○校長連絡会や教育研究会などの組織を通じた活用促進の働きかけ

○消費者教育コーディネーターを活用し、個別の学校の要望に応じ、教材を含
む当センターの消費者教育コンテンツを活用した教育活動を提案

○学校の教員向けに実施している消費者問題教員講座において、教材の紹介と
解説、活用方法等を解説

○都内の高等学校を対象に実施した消費者教育教材等に関する活用状況調査
（令和元年度）では、都立で約５割、私立等で約３割の学校が東京都の教材
を活用していると回答
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